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東京都排出量取引セミナー&マッチングフェア2024

「排出量取引の事例と実績」

東京都環境局

２０２４年１１月
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⓪ 一般管理口座開設・関連付け

① 不足する削減量の確認

② 売り手を探す

③ 契約を交わす

移転元（売り手）が実施

3
移転元（売り手） 移転先（買い手）

④ 振替申請書を提出

１．（１）取引の流れ

移転先（買い手）が実施

義務履行のために
⑥「振替申請書の
提出」が必要
（クレジットを調達
しただけでは義務履
行できていません。
）

⑤ 決済処理（ ・代金の支払い等）

⑥ 振替申請書を提出

（義務充当のため）

移転実行
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１．（１）取引の流れ

義務充当

申請書

見積書
B社

見積書
C社

見積書
D社

⑥振替申請
書を提出

(      )A社一般
↓

A社指定

申請書

０一般管理
口座の開設
・関連付け

①不足する
削減量の確認

②売り手を探す

申請書

(     )C社一般
↓

A社一般

④振替申請
書を提出

A社

東京都

③契約を
交わす

C社
⑤決済処理

移転実行

代金の
支払い等

（削減量不足）



１. (２) 具体的事例

【削減不足の場合】

事例１ 取引費用の試算

事例２ 購入するクレジット量と削減義務履行状況

の確認方法

事例３ 義務充当の手続における留意点

【超過削減の場合】

事例４ 超過削減量の発行時期と売却

事例５ 削減義務履行とバンキングの流れ
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事例１ 取引費用の試算
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削減義務量
2,700t

9,000t 8,800t

基準排出量 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

10,000t

7,300t

第3計画期間

不足量
▲1,700t

不足量
▲1,500t

推計値

不足量
▲100t

不足量
▲100t

7,400t 7,400t

不足量
▲1,200t

2023年度に対策実施
→排出量が削減されると推測

A社
A事業所

8,500t



事例１ 取引費用の試算
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不足量
▲1,500t

不足量
▲1,200t

不足量
▲100t

不足量
▲100t

不足量
▲1,700t

＋ ＋ ＋ ＋ ＝
不足量の合計
（見込み）
▲4,600t

取引費用 ＝ 想定単価 × 削減不足量
（4,600t）



事例１ 取引費用の試算
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①削減不足量の想定

②取引単価の想定

●総量削減義務と排出量取引システムの指定管理口座において基準

排出量と削減義務率を確認

●途中の年度で削減義務率等が変化した場合（※）には、不足量も変

化することを考慮

（※）例えば、トップレベル事業所に認定される 等

●削減対策の実施を計画し、その対策による削減量を推計

●事業者に見積依頼をして得られる単価

（なるべく多くの事業者から得ることが望ましい 。）

●グリーン電力証書等の取引単価

●東京都が公表する取引価格の調査結果 等



　　義務履行状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
2025年度
整理期間

削減義務
期間合計

基準排出量 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

事業所区分 Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１

トップレベルの判定

医療施設緩和措置

削減義務率 27％ 27％ 27％ 27％ 27％

特定温室効果ガス排出量 8,200 7,400 7,500 23,100

排出削減量 1,800 2,600 2,500 6,900

その他ガス削減量の義務充当量

振替可能削減量の義務充当量

超過削減量の発行量

取引を加味した排出削減量 1,800 2,600 2,500 0 0 6,900

超過削減量発行可能量 0 0 0 0

第3期クレジット

第1期クレジット

第2期クレジット 300　t-CO2

　　クレジット保有状況

前年度排出量を維持したときに削減義務量に不足する削減量 1,600　t-CO2

前年度排出量を維持したときに移転
0　t-CO2

又は次の削減計画期間における義務充当(バンキング)が可能な削減量

残りの削減義務期間における排出上限量 13,400　t-CO2

前年度排出量を維持したときの残りの削減義務期間における排出量 0　t-CO2

9

事例２ 購入するクレジット量と削減義務
履行状況の確認方法

購入が必要と
推定される

クレジット量
1,300t

②保有クレジット
300t

①不足すると推定
される削減量

1,600t

計画期間途中
B社 B事業所



　　義務履行状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
2025年度
整理期間

削減義務
期間合計

基準排出量 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

事業所区分 Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１

トップレベルの判定

医療施設緩和措置

削減義務率 27％ 27％ 27％ 27％ 27％

特定温室効果ガス排出量 8,200 7,400 7,500 7,300 7,100 37,500

排出削減量 1,800 2,600 2,500 2,700 2,900 12,500

その他ガス削減量の義務充当量

振替可能削減量の義務充当量

超過削減量の発行量

取引を加味した排出削減量 1,800 2,600 2,500 2,700 2,900 12,500

超過削減量発行可能量 0 0 0 0 0 0

残りの削減義務期間における排出上限量 -1,000　t-CO2

前年度排出量を維持したときの残りの削減義務期間における排出量 0　t-CO2

前年度排出量を維持したときに削減義務量に不足する削減量 1,000　t-CO2

前年度排出量を維持したときに移転
0　t-CO2

又は次の削減計画期間における義務充当(バンキング)が可能な削減量

　　クレジット保有状況

第1期クレジット

第2期クレジット 300　t-CO2

第3期クレジット
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事例２ 購入するクレジット量と削減義務
履行状況の確認方法

購入が必要な
クレジット量

700t

②保有クレジット
300t

①不足する
削減量
1,000t

計画期間終了後
B社 B事業所



　　義務履行状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
2025年度
整理期間

削減義務
期間合計

基準排出量 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

事業所区分 Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１ Ⅰ-１

トップレベルの判定

医療施設緩和措置

削減義務率 27％ 27％ 27％ 27％ 27％

特定温室効果ガス排出量 8,200 7,400 7,500 7,300 7,100 37,500

排出削減量 1,800 2,600 2,500 2,700 2,900 12,500

その他ガス削減量の義務充当量

振替可能削減量の義務充当量

超過削減量の発行量

取引を加味した排出削減量 1,800 2,600 2,500 2,700 2,900 12,500

超過削減量発行可能量 0 0 0 0 0 0

残りの削減義務期間における排出上限量 -1,000　t-CO2

前年度排出量を維持したときの残りの削減義務期間における排出量 0　t-CO2

前年度排出量を維持したときに削減義務量に不足する削減量 1,000　t-CO2

前年度排出量を維持したときに移転
0　t-CO2

又は次の削減計画期間における義務充当(バンキング)が可能な削減量

　　クレジット保有状況

第1期クレジット

第2期クレジット 300　t-CO2

第3期クレジット

11

事例２ 購入するクレジット量と削減義務
履行状況の確認方法

0　t-CO2

①保有クレジットの使用に
より「0t-CO2」に変更

0　t-CO2

③義務充当により
「0t-CO2」に変更

計画期間終了後
B社 B事業所

②保有クレジット（300t-CO2）と
取引（700t-CO2）により

不足量を充当

1,000　t-CO2 1,000　t-CO2



事例３ 義務充当の手続における留意点
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削減義務量
2,700t

9,100t

8,100t

6,700t

7,700t

6,100t

基準排出量 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

10,000t

7,300t

第3計画期間

排出可能上限量

7,300t × 5か年 ＝ 36,500t 

排出実績量

37,700t＜
1,200t
削減不足

C社 C事業所



事例３ 義務充当の手続における留意点
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指定管理口座一般管理口座 義務充当口座

削減不足量
1,200t

自動充当

義務履行期限日の
30日前の翌日以降に

自動で移転

500t

購入クレジット①
（第二～第三計画期間の
義務履行に利用可能）

～3期

300t

購入クレジット②
（第三～第四計画期間の
義務履行に利用可能）

～4期

600t

保有クレジット

～3期

600t

～3期

600t

～3期



事例３ 義務充当の手続における留意点
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指定管理口座一般管理口座 義務充当口座

削減不足量
1,200t

300t

振替可能削減量
振替申請書

移転

有効期限の短い
クレジットから

移転

自動充当

指定管理口座
への振替後
即時移転

～4期

600t

～3期

500t
～3期

600t

～3期

500t
～3期

500t
～3期



事例３ 義務充当の手続における留意点
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指定管理口座一般管理口座 義務充当口座

削減不足量
1,200t

600t

～3期

500t
～3期

200t(～4期)

100t(～4期)
300t
～4期

600t

～3期

500t
～3期



事例３ 義務充当の手続における留意点
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指定管理口座一般管理口座 義務充当口座

削減不足量
1,200t

振替可能削減量
振替申請書

移転

200t(～4期)

100t(～4期)

～3期

第四計画期間
に活用可能

500t
～3期

600t600t

～3期

500t
～3期

義務充当

100t(～4期)

100t(～4期)
自動充当

指定管理口座
への振替後
即時移転



事例４ 超過削減量の発行時期と売却
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削減義務量
2,700t 7,600t

6,000t

基準排出量 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

10,000t

7,300t

第3計画期間

排出可能上限量（３年間）

7,300t × ３か年 ＝ 21,900t 

排出実績量（３年間）

20,900t＞
1,000t
発行可能D社

D事業所

7,300t



事例４ 超過削減量の発行時期と売却
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超過削減分
1,000t

発行

振替可能削減量等
発行等申請書

超過削減量
1,000t

売却 ¥

メリット

・いち早く取引を行うことで、収益を得ることが可能

ケース①：計画期間の途中で発行・売却



事例４ 超過削減量の発行時期と売却
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ケース①：計画期間の途中で発行・売却
デメリット

・計画期間終了後、最終的に削減義務量を削減できなかった
場合、クレジットを調達する必要がある。

削減義務量
2,700t

7,600t

6,000t

7,300t
7,500t

8,100t

基準排出量 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

10,000t

7,300t

第3計画期間

排出可能上限量

36,500t 

排出実績量

36,500t＜
1,000t
削減不足

＋

発行量

1,000t ＝37,500t



事例４ 超過削減量の発行時期と売却
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ケース②：計画期間の途中で発行せず、
削減実績として保持

超過削減分
1,000t

メリット

・超過削減した翌年以降の削減量が削減義務量より少なかったとし
ても、超過で削減した1,000tを削減実績として活用できる
ので、クレジットを調達する必要がない。

デメリット

・超過削減した翌年以降も削減義務量以上に削減できた場合は、早く

得ることができる可能性のあったキャッシュの獲得時期が遅くなる。

発行×
保持

第三計画期間における
削減量の確定数値を確
認してから売却



事例５ 削減義務履行とバンキングの流れ
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E社

事業所a

事業所b

 

 

 

 

5 年間の実績の確定 

2020   2021   2022   2023   2024    2025 

(R2)年度 (R3)年度 (R4)年度 (R5)年度 (R6)年度  (R7)年度 

地球温暖化対策計画書 

 

一般

超過削減

削減不足
 

指定

移転

不足分の調達

（排出量取引の実施等） 移転

振替可能削減量
振替申請書

自動で
義務充当

 

指定
超過削減量



事例５ 削減義務履行とバンキングの流れ
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E社

事業所a

事業所b

 

 

 

 

5 年間の実績の確定 

2020   2021   2022   2023   2024    2025 

(R2)年度 (R3)年度 (R4)年度 (R5)年度 (R6)年度  (R7)年度 

地球温暖化対策計画書 

 

一般
 

指定
移転

振替可能削減量
振替申請書

自動で
義務充当

バンキング

整理期間末日時点で
自動的にバンキング

 

指定
超過削減量

移転

不足分の調達

（排出量取引の実施等）
削減不足

超過削減



１. 排出量取引の事例
（１）取引の流れ

（２）具体的事例

２. 排出量取引の実績
（１）CO₂削減実績と義務履行状況

（２）取引実績
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※１

《対象事業所の総CO2排出量の推移》

※１ 基準排出量とは、事業所が選択した2002年度から2007年度までのいずれか連続する3か年度排出量の平均値
※２ 2021年５月31日時点の集計値

 第一計画期間、第二計画期間

・全ての事業所が義務を履行
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（１）CO2削減実績と義務履行状況



91%

9%

自らの削減対策等
により義務履行
【1,262事業所】

クレジット等を活用
して義務履行
【124事業所】

85%

15%

クレジット等を活用
して義務履行
【183事業所】

自らの削減対策等
により義務履行
【1,043事業所】

削減義務に
不足した量
192.7千ｔ-CO2

削減義務量以上に
削減した量
10,080千ｔ-CO2

削減義務に
不足した量
739.3千ｔ-CO2

削減義務量以上に
削減した量
11,834千ｔ-CO2

第一計画期間
（削減義務率：8%／6%）

第二計画期間
（削減義務率：17%／15%）
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（１）CO2削減実績と義務履行状況
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 第三計画期間（１～３年目）
・基準年度比32％の削減

79%

21%

自らの削減対策等により
義務履行見込みの事業所

クレジット等を活用し
て義務履行を行う見込
みの事業所

※ 第三計画期間において、2022年度実績から
排出量が一定と仮定した場合の参考値

第三計画期間（見込み※）
（削減義務率：27%／25%）

（１）CO2削減実績と義務履行状況



（２） 取引実績 ～クレジットの発行状況～
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○環境局HPに毎月（15日前後）掲載
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（２） 取引実績 ～クレジットの取引状況～

○環境局HPに毎月（15日前後）掲載



（２） 取引実績 ～掲載場所～
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①

②

③

・東京都環境局（制度実績の公表）
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/data/
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「総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口」では、
排出量取引に関する相談をお受けしています。

相談窓口にお気軽にご相談ください！！

＜総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口＞

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都庁第二本庁舎 ２０ 階南側

TEL ：03-5388-3438 （受付時間：開庁日の9時～17時45分）

Email： torihiki@ml.metro.tokyo.jp（取引制度・クレジットの無効化に関するご質問）

ondanka31@ml.metro.tokyo.jp （制度全般に関係するご質問）
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排出量取引関連の参考URL

【東京都環境局HP】
①排出量取引
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/trade/

②制度実績の公表
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/data/

③提出資料（申請書様式等）
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/

④各種ガイドライン（排出量取引運用ガイドライン等）
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/rules/cat9740/#cmstori

⑤東京都排出量取引セミナー＆マッチングフェア2024（本日の資料等）
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/meeting/r6/20241113/


